
 
「女性活躍・男女共同参画の重点方針 2022（女性版骨太の方針 2022）」 

（令和４年６月３日すべての女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推進本部決定）（抄） 
 
Ⅰ 女性の経済的自立 
（２）地域におけるジェンダーギャップの解消 
① 男女共同参画のナショナルセンター      
 「新しい資本主義」の中核と位置付けられた女性の経済的自立を全国

津々浦々で実現するためには、各地域で女性のスキルアップや固定的な性

別役割分担意識の解消といった取組を加速させる必要がある。現場でのそ

の取組を担う全国 355 か所の男女共同参画センターを、人材育成やネット

ワークを通じて強力にバックアップするため、男女共同参画のナショナル

センターが必須である。 
 このため、1977 年の創設以来、男女共同参画の推進に係る様々な機能

を担ってきた独立行政法人国立女性教育会館の主管府省を内閣府に移管

し、必要な予算及び人員についても内閣府に移管する。また、地域におけ

る女性リーダー等の人材育成機能と各地の男女共同参画センターを束ねる

拠点機能の強化を行うとともに、引き続き学校教育等における男女共同参

画を進める観点から、同法人の業務の在り方について、令和４年度に有識

者会議において検討し、結論を得る。【内閣府、文部科学省】  

 
② 各地の男女共同参画センターの機能の強化・充実 
 全国 355 か所に設置されている男女共同参画センターに対するヒアリン

グ・アンケート結果から抽出された課題である専門人材の確保、関係機

関・団体との連携強化、地域による取組の温度差の解消を強力に進め、男

女共同参画センターの機能強化を図る。また、地域女性活躍推進交付金等

を活用した事業に関するノウハウを蓄積し、優良事例としてまとめ、共有

する。さらに、センター関係者を対象とした研修の在り方の抜本的な見直

し、内容の充実強化を図る。ワークショップ形式を含めた実践的な内容の

研修を実施し、センターの活動の活性化を促す。【内閣府】  
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